
 

退職により残税額を一括徴収する場合（記入例） 

 
 

舞鶴市字北吸１０４４番地 

株式会社 ○○商事 

経理課給与係 

 
舞鶴 花子 

 
0773-66-1026 

 12345678 

 

79000001 

 

３５    ３     ３ 

ゼイキン タロウ 

税金 太郎 

綾部市相生町 8888 
舞鶴市字余部上 9999  37,000 

 

6 

 
11 

 
19,000 

 

12 

 
5 

 
18,000 

 
11 30 

 

 

退職後、住所が変更になる場合は

必ず記入してください。 

必ず記入してください。 

11 

 

 

 

18,000 

 

－
1

4
－

 

1 

３ 

4 6 5 

625-8555 

1234 

5 4 4 4 5 5 5 6 6 6 

1 2 3  1 2 3 1 2 3  1 2 3 1 

 

2 2 



 

退職により本人納付に切り替える場合（記入例） 

 
 

舞鶴市字北吸１０４４番地 

株式会社 ○○商事 

1 2 3 1 2  3 1 2 3  1 2 3 1 

 

経理課給与係 

 舞鶴 花子 

 0773-66-1026 

 12345678 

 

79000001 

 

３5     ３     ３   

ゼイキン タロウ 

税金 太郎 

同上 
舞鶴市字余部上 9999 120,000 

 

40,000 

 

80,000 

 

6 

9 

9  30 

 

一括徴収しない理由を

選んでください。 

「その他」の場合も、必ず 

事由を記入してください。 
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－
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５ 

1 

2

３ 

３ 

625-8555 

1234 

4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5 



 

転勤等により特別徴収義務者が変わる場合（記入例） 

 
 

舞鶴市字北吸１０４４番地 

株式会社 ○○商事 

経理課給与係 

 舞鶴 花子 

 0773-66-1026 

 12345678 

 

79000001 

 

３５   ３    ３ 

ゼイキン タロウ 

税金 太郎 

同上 
舞鶴市字余部上 9999 240,000 

 

6 

 9 

 
80,000 

 

160,000 

 

10 

 

10 

 
５ 

 

5 

 

舞鶴市字南田辺 1番地 

624-0853 

△△産業株式会社 

△△サンギョウカブシキカイシャ 

79000100 

 

京都 一郎 

0773-75-2250 
20,000 

 

新しい勤務先に、必ず連絡をとったうえで 

新勤務先の所在地・名称等を記入してください。 

新しい勤務先に、必ず月割額の連絡を

お願いします。 
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３ 

625-8555 

1234 

4 

1 2 3 1 2  3 1 2 3  1 2 3 1 

 

4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 

7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7  

10   1 


